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須藤  ミクロネシアの養取慣行

ミ ク ロ ネ シ ア の 養 取 慣 行

 族 制,土 地所有,分 配体系 との関連で一

須  藤  健  一*

Adoption Customs in Micronesia 

        Ken-ichi SUDO

   This is a preliminary report and consideration of adoption 
customs in Micronesia. An attempt is made to clarify the realities 
and functions of this custom in relation to the family-kinship 
organization, land tenure system and economic mechanism in 
several Micronesian societies, such as Palau, Yap, Truk (Romonum, 
Ulul), Ponape (Ponape, Mokil, Kapingamarangi) and Marshall 

(Majuro, Bikini). 
   For a comparative study of adoption customs in these societies, 

seven points are proposed as indexes for  analysis  : i.e. (1) character-
istics of the corporate group concerned, (2) meanings of native 

terms which show  'adoption', (3) motivations and factors of adop-
tion, (4) procedure of adoption practice, (5) relationship between 
adopted children and adoptors, (6) relationship established through 
adoption among kin groups, and (7) status of adopted children. 
These indexes are provided, to help grasp adoption customs at the 
level of kinship study or descent theory. 

   An examination of bibliographic data on Micronesian adoption 
customs makes it clear  that  : 

   1. Adoption for the purpose of acquiring an heir (or heiress) 
      is closely related with the tendency that the size of a 

       corporate group is reduced and also that lands are privately 
       owned by individuals. 

   2. Adoption is based on the social view that everyone should 
      ideally have a sibling of opposite sex and that a married 

       couple comes to acquire social status as adults by fostering 
       at least one child.
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    3. In most cases, adoption is made between consanguineal 

       kinsmen, and it commonly functions as a factor of economic 

      support for those kinsmen with many children. 

   4. Adoption never changes clan membership, nor does it 

       produce any new kinship relation. 
   It seems that the approach from the standpoint of descent 

theory is not satisfactory to fully understand the Micronesian 

adoption customs with the above-mentioned characteristics. 

   In the latter half of this paper, the writer examines the data 

which he obtained through fieldwork among the Ulul Islanders. 

An analysis of his data makes it possible to point out the presence of 

a structural relation between the adoption customs and the tradi-

tional distribution system. For a further understanding of adoption 

customs in Micronesia, emphasis must be placed on the aspect that 

they also functions as one of the cultural paraphernalia which keeps 

the balance of "wealth" in a society.

1.は じめ に

皿.ミ ク ロ ネ シア諸 社 会 の 養取 慣 行

 1,事 例 研 究

 2.ま とめtt-一一比 較 ・検討 ・

皿.ト ラ ック ・ウル ル島 の 養取 慣 行

 1.ainang(母 系 出 自集 団)とeurha

   (家族)

 2.家 族構成員の住み分けと役割分担

 3,養 取の実態(動 機 ・手続き)

 4.養 親 と養子の権利 ・義務関係

 5.ま とめ

IV.む すびにかえて

1.は じ め に

 オ セ ァニァ地域 には,子 供が生物学上 の父 ・母以外 の ものに引き取 られて養 育 され

るとい う慣 行が,ひ ろ く分布 してい ると指 摘 さ れ て き た1》。 しか しなが ら,そ の慣

行 についての実証 的 ・理論的研究成果 が発表 されるよ うにな ったのは,こ こ10数 年 の

ことである。 それ まで は,個 々の民族誌 や調査報告書 の一部で,断 片的に記述 され る

に過 ぎなか った。1964年 度 のアメ リカ 人類学会年会(The annual mcetings of thc

American Anthropological Association)で 「東 オセァニアにおける養取」(Adoptr

ion in Eastern Oceania)と 題 す るシンポ ジゥムが もたれたが,前 述 したよ うな研 究

状況 か らみて,こ のシ ンポジウムの意義は大 きい。オセアニア地域 の養取慣行 を社 会

人類学 的視点か ら総合的に取 りあつか ったと同時 に,一 定地 域に焦点をあてて比 較研

1) この 問 題 に 関 して は,[Low1E 1930】 を 参 照 され た い。
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究を試 みたか らであ る。

 また,こ の シ ンポジウムと前後 して,養 取 および養育慣行 をテーマ とする個別社会

の理論的研究が なされ,そ の成果 が発表 されてきて いる[KAY l 963;LAMBERT 1964;

石 川 栄吉1965;KEEsING 1967,1970;MoNBERG l 970;BRADY 1976]2)。 このよ う

に,オ セ アニ アにお ける養取慣行研究 の理論 的進展 への緒 口をつ くったという意味で

も,シ ンポ ジゥムの与えた影 響は大 きい。 そ こで提 出され た東 オセ アニ ア(ポ リネシ

ア,ミ ク ロネ シア,メ ラネ シア島峡部)の 養取慣行 をテーマ とす る論文 は,1967年
,

カ リフォルニア大学で再 度討論の機会 を経 て,論 点が整理 され,⊥970年Vern CAR-

ROLL(ed.), Adoption in Eastern Oceaniaと して刊行 された3)。

 Carro11は,そ れに掲載 された13の 社会 にお ける養取慣行 の実態 と機 能を比較 ・検

討 した。その結果,そ れ らのす べての社会 に共通す る養取 の概念を求 めるな ら,ほ か

の親の子供を 自分 自身 の子供 としてひきとる慣習的 ・選 択 的 手 続 き を きわめて抽象

的に仮定す る以 外に方法 がない と述べてい る[CARROLL 1970a:3]。 さ らに,オ セ

アニァの養取 とアメ リカ合衆 国のそれ とを比較 して,そ の相違点が顕著 な ことか ら,

養 取(adoption)と い うtermを 分 析 の道具 と して安易に用い ることへの疑問を 投 げ

か けてい る[CARROLL 1970a:7]。 Carrol1が 提示 した問題は,「 定 の地域 内におい

て も,複 雑 ・多様な様相を示 す養取慣行 を比較す る場合,比 較の規 準を量的 に も質的

に も明確にする ことと,分 析用語 を使用す る際 に,一 定の枠を設 定す る必要が ある と

い うことで ある。

 他 方,オ セアニアの養取慣行 に眼 が向け られ た時期に,ア フ リカ研 究者 であるJack

Goodyは,ア フ リカ社会 にお ける養取の稀少 性の問題を とりあげた[GooDY 1969]。

Goodyは,そ の社会経済 的要因 を,伝 統 的なユー ラシア社会(mマ,ギ リシア,

ヒ ンズー ・イ ン ド,中 国)の 養取 との比較を とお して求めてい る。 とくに,財 産相続

の方法 と出 自集 団への帰属 とに関連 させて養取 のメカニズムを把 え,興 味深 い仮説 を

提示 してい る4)。

 本 稿では,比 較的共通 の文化基盤 を有す る ミクロネシア,と りわ け,カ ロリン,マ

ー シャル諸島にお ける養取慣行 の比較 を試 み
,こ の地域に特徴 的な養取慣行 の諸相 を

浮 き彫 りにす ることを 目的 とす る。

 こ こで,養 取慣 行を考 察する場合 の筆者 の指標を明確に してお く。オセアニアの研

2)adoption, fosterageの 訳語として,養 取,養 育の用語をそれぞれ用いる。また,養 取される
子供には養子,生 物学上の父母には実親,養 い育てる親には養i親の語をそれぞれあてる。

3)Brady[1976]は,こ こに提出された問題を考慮 して,オ セアニア地域の養取 ・養育慣行を

親族組織,土 地所有と関連づけて展開している。

4)J・Goody論 文 の紹介とその問題点の指摘は,[松 園1972]を 参照されたい。
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究者W.H. Goodenoughは,多 様な内容を包含 してい る養取 を,親 で あることによ

って もつ諸権 利 ・義務 の移譲 と見 なす ことによって有 益な分析結果 が得 られる と主張

してい る[GooDENouGH 1970:391-410]。 この視 点は,財 産の相続 や家 長権 などの

継承の ように,一 定の時点(死 とか遺言 など)で その行為 の完了が明確にな る諸権i利

の移譲 に関 しては有効である。 しか しなが ら,オ セ アニアの養取慣行 の ように,養 取

行為の完了時点が明 らかでなか った り,諸 権利 の譲渡 と判定す る規準が不明確であ っ

た りす る ものに関 して はGoodenoughの 視 点 の有効性について問題があ るよ うに 思

わ れる。Goodyは,ア フ リカ社会(と くにカラハ リ砂漠以南)に 養 取が少ないの は,

集 団構成上の ことで あるとし,次 のよ うに説 明 して いる。土地が比較的豊富にあ り,

土 地利用が粗放で あ り,土 壌 の質 と技術 レベルが低 いことか ら生産力 には限界が ある。

こうした状況下で は,基 本的 な土地資源の譲 渡を一定 の範 囲内に限定 させ るような圧

力はかか らない。子(母 系社会では姉妹 の息子)が いない ときは,兄 弟やオ ィが財産

を相続 で きる。lineageは 潜 在的 な相続人を提供す ることがで きるか ら,相 続人を得

る手段 としての養取 は,一 般 に不必要 とな る。また,ア フ リカのよ うな技術 レベルで

は,子 供の数 が多いほど,親 の財産がふえ,人 間のあたま数 は耕作す る土地に おと ら

ず大切 にな るか ら,相 続人 の数 をへ らすための努力は不要 である。 アフ リカ社会 には,

levirateや 寡 婦相続fc)stering(養 育・ 養 取 のよ うに永久的移籍 とはな らない)が

ひん ぱん に行なわれ るが,そ れ らは財産相続人の確保 を主 たる目的 とは して いない。

相続人 はいつで も出 自集 団内で用意 されて いるか らであ る。つま り,ユ ー ラシアでの

養取 と比較す ると,ア フ リカでは,養 育や一夫多妻制や 「団体的」相続(`corporate'

inheritance)が,養 取 の機能 に とってか わ って い る[GooDY 1969:72-76]。 こ の

Goodyの 説 明は,松 園が指摘 して いるように,ア フ リカ社会の 養取 について の実証

的な事例研究 が皆無 とい って よい現状 で,そ の稀少性を強調 し過ぎ る観が しないで も

ない[松 園1972:28-29]。 しか しなが ら,土 地 利用に起 因する集 因構成上 の特徴 が

養取 を必要 と しないとす る視 点は,養 取 がひんぱんに行 なわれ るオセアニア社会 を考

察する うえで,一 つ の手掛 りを与えて くれ るよ うに思 われる。オセァニアでは,土 地

の相続 と関係 しない養取の存在が指摘 されているか らで ある。

 筆 者は,異 なる社会 の養取慣行 の比較 を試 みる場合,ま ず個別社会 にお けるその特徴

的性格 を把握 する必要が あると考 え る。それは単 に養取慣行 の解明 とい う側面か らの

アプ ローチだけでな く,0社 会において もその慣行 の もつ意味,果 た してい る機能 を,

他 の諸制度(家 族,親 族,経 済機構な ど)と 関連 づけて考察す るとい うことである。

しか し,現 在の ところ筆者 の入手 してい る養取 に関す るデー タが,そ れに応えるには,
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十分でないことを最初に断 っておきたい。筆者は,ミ クロネシアの養取慣行の実態と

機能に,前 述 した視点か らアプローチする上で,と くに次の諸点に留意 した。

 (1)個 人が属 しているcorporate group5)の 性格。

 〔2)養取を表わす現地語の意味内容。

 (3)養 取の動機および要因。

 (4)養 取行為の手続き過程。

 (5)養 子と養親の関係および両者間の権利 ・義務。

 (6)養 取を契機に成り立つ養親(親 族集団)と 実親(親 族集団)と の関係および両

   者の権利 ・義務。

 (7)養 子の地位。

(1)～(7)に あげた比較の指標は,個 別社会において,ど のようなやり方で子供が養取

され,誰 が子供を養取し,何 のために子供が養取されるかという側面に焦点をあてる

ためのものである。それ らの諸側面での具体的な事例考察をとおして,養 取された子

供の親族集団ないし出自集団へのくみ込まれ方,土 地所有を基礎とする経済機構 との

関連において,ミ クロネシアの養取慣行の特徴が明 らかになるであろう。前述 したよ

うに,1960年 代に,オ セアニアにおける養取慣行の実証的 ・理論的研究への途が開け

たものの,そ の視点,方 法論において,各 研究者に共通の土台が築かれるにいたって

いない。その意味で,本 稿はオセアニアの養取慣行を解明する一試論の域をでるもの

ではない。

 な お,本 稿 であつか う基 礎 資料は,V. Carrol1編 集 に よ る 」4ψ 痂 ηin Eastern

Oceaniaに 掲 載 され た論文,民 族誌,調 査報 告書,お よび筆者の調査資料 に基 づ いて

い る6》。

皿. ミクロネ シア諸 社会 の養取慣行

1.事 例 研 究

ミクロネシアの養取慣行の実態と,そ の機能を,下 記7社 会の事例考察をとお して

5)corporate groupの 概 念 規 定 は,多 くの 研 究 者 に よ って な され た[WEBER 1947;FoRTEs

l953;BEN E&PLoTNIcov l 962;GooDY l 968な ど]。 本 稿 で は, J. Goodyの 見 解 で あ る財 産

共 有 体 と して の 集団 の 意 味 に 用 い る。

6)筆 者 は,1974年9～12月,ア メ リカ 信託 統 治 領 ミク ロネ シァ,Truk District, Ulul島 で社

会 人類 学 的 調査 に従 事 した 。 これ は 沖縄 国 際 海 洋博 覧 会 ・海 洋 文 化 館 の展 示 品 収 集業 務 の一 環

と してな され た もの で あ る。資 料 収 集 の基 礎 にな った言 語 は,日 本 語 と英 語 で あ る。
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解明す るのが本章 の目的である。そ して,そ れ らの社会 における養取の特徴を把握す

ると同時に,ミ ク ロネ シア地域 にお ける養取 の変異 を明 らか にす る意図 も含まれてい

る。 ここであつか う7社 会 の資料 は,収 集年代 および内容 に差異 ・精粗が あり,事 例

考察 もその制約を免がれ得 ない。事例研究 の対象 とす る社会は,Truk諸 島 のRom-

onum島, Ponape島, Ponape離 島 のMoki1環 礁, Yap島, Polynesian outlier

のKapingamarangi環 礁, Marshall諸 島 のMaj uro環 礁 とBikini環 礁 そ して

Palau島 で あ る。

 事 例I Romonum島 の場合7)

 Romonum島 で,養 取 を表 わす現地語はmw�mw�ﾅ,元 来 「引き離す」 とか

「きず なを切 り裂 く」の意味である。実際 の用法 と して は,実 親(な い し生存 してい

る彼 らの親族)が,子 供を 自分 自身の子供 と して育てて くれ る養親夫 婦に引 きわたす

状況 を指す のに用 い られ る。 これは,養 育(fostering)を 表 わす 面mw丘n舶wと 意味

上 区別 され,二 組の親の あいだの契 約で,実 親 が養親 に子供だ けでな く,彼 らの もっ

てい る子供 に対す る権威 とか支配力を も譲 り渡 す慣行 だとされて いる。

Romonum島 の 土地そ の他の財産共有体 としての単位 は, jeterencsな い しはc6と

呼 ばれ る最上世代者か ら4～5世 代 上の女性先祖 まで系譜 関係を共通 にた どれ る子孫

よりな る母 系出 自集団(matrilineage)で あ る。 しか し,実 際 に, corporate group

と して機能す る単 位は,2～3世 代間のlineagc成 員 で構成 され る。 この集団 は,各

世代の兄弟姉妹 が核 とな るが,妻 方居住 の婚姻形態を とるため,姉 妹 と彼女 らの夫 お

よび子女,未 婚 の男性 が居住単位 となる[GooDENouGH 1951:65-91]。

 この島の養 取は子供 を対象 として なされ,総 人 口520人 に対 し,養 子数57人 で,10.9

%の 割 合 にな る。養取例57は 次 のよ うな理由で なされた。

 (1)病 気 に よって親 を失 った子供 に親を与 える。(13例)

 (2)多 くの子供を もったrelatives(シ ンル イ)を 助 けた い。(22例)

 (3)単 に子供が欲 しい。(22例)

養 子 は特 に男女いずれかが好 まれる とい うことはない。 養取の手続 きは,(養 子 に し

よ うと思 う)子 供の生前 に,(子 供 がないか一人 しかいない)夫 婦 が,そ の子供 の親

夫婦 に要請す る。話がま とまる と双方で食物が交換 され る。そ して子供 の誕生時 に,

養 親か ら石 けんや服 が子供に贈 られ,子 供の離乳期 に引 きわた しが行 なわれる。その

際,特 別な儀礼は催 されない。養親の もとで生活 を して いる養子が10代 後 半になる と

                               ノ

7)こ の事 例 の 基 礎資 料 は,[GooDENouGH, W. H.1951]お よ び[GOODENOUGH, R. G.1970]

 に依 って い る。 と くに引 用 明記 の な い個 所 は,後 者 に 基づ い て お り,そ の 資料 収 集 は1964～65 年
にな され てい る。
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llneageへ の帰偶同題か伍 じrC Kる 。 ぞの午』唄になるd・ 食†eg nneage(o祭 妥 への

参加,共 同労働,土 地利用 などに関す る権利 ・義務 を負 うことにな る。そ こで彼 は,

養 母か実母 のlineageの ど ち らか一方を選択 しなければな らな くなる。その選択権 は

子供 に任 されてお り,養 親 が自分 のlineageに 留 ま るよ う強要 しては な らない。統計

上,実 母のlineageへ 帰 属す る方が多 く,養 母 のそれへ帰属す る数の2倍 にのぼ る。

養母 のlineageへ の帰属 を選ん だ場合の理由は,自 分のlineageが 機 能 しなくな った

とか,養 母 のlineageの 方 が土地,財 産

および家族構成の上か らも有利 である と

判断 したか ら,な どが あげ られ る8)。 し

か しなが ら, この ように養子の1ineage

へ の 帰属(aMliation)の 選 択 は認 め られ

るが,1ineagcの 成 員権の変更 は生ぜ ず,

子 供は実母 のlineage成 員 であ る。また,

養 子は配偶者 を選ぶ際 に,イ ンセス トの

規 制が問題 にな り,自 分 のlineageの 規

制 と養親(養 母)のlineageの それ との

両方を受ける。万一,そ の規制 を犯 した

場合は後者 の方 が 「軽 い罪」 とみな され

る。R. G. Goodenoughは,Romonum

島 の養取が,社 会単位 として のlineage

の 後 継者を確保 するための手段 として機

能 してお らず,そ の理由 は自分の1ineage

の 仲 間がlineageを 存 続 させ るに十分 な

子供を もっているか らだ と述 べ て い る

[GooDENouGH l 970:330]。

 次 に,養 親 と養子 の親族関係をみ ると,

半 数以上が子供の 「母」にあたるカテゴ

リーの人を養親 に してお り,養 親 と養子

が同 じ1ineage成 員 である(表1,表2

関

表1 養子と養親の親族関係

係

養 母

  母の同母 ・異父姉妹

  父の   〃

  その他

養 父

  母の同母 ・異父兄弟

  父の   〃

  その他

その他(姉 妹 ・兄弟など)

関係不明

親族関係なし

 養取事例数

小 訓 計

19

12

3

8

3

2

34

13

5

2

5

59*

      [GooDENouGH 1970:319]

表2 養 子 と養 親 のlineageの 関係

関 係

養i親のlineage

  子供 のlineageと 同 じ

  子 供 の父 のlineage

  そ の他(親 の 父 のlineageな い)

関係 不 明

血 縁 関係 な し

養取数

28

18

6

2

5

59*

       [GooDENouGH l 970:320]

*養 取例57の うち,2例 が養親の双方に関係 あり。

8)W・H・Goodenoughは,1946～47年 の調 査 資 料 に基 づ いて,養 取 に2種 あ り,幼 少 の ころ の

養 取 は子供 が 生 れ たlineageへ の 成 員権 を 失 い,諸 義 務 もな い が,大 き くな って か らの 養 取 は

子 供 が 自分 と養 母 との双 方 のlineageに 成 員 権 を もつ と述 べ て い る[GooDENouGH 1951:70]。
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参照)。 血縁 関係 のない養取 は5例 を数えるに過 ぎない。 この ように,Romonum島

の養取が血縁関係者のあいだで 多 くな されている ことの 説明 と してR.G. Gooden-

oughは 次 のように述べてい る。 子供 は人生 のあ る時期(親 の妊娠 ・出産時 など)に

relativesの も とで暮 らす慣 行があ り0そ の際に子供を引 きうけるのは血縁関係老の役

割 とされてい る[GOODENOUGH 1970:322-323]。 ま た, Trukで は親 と して子供を育

て ることに高い価値をおいてお り,1～2人 の子供を養育 し1人 前 にさせてや るとい

うことが,大 人 と しての地 位を有効 な ものにす る とみなされ て い る[GoODENOUGH

l970:332]。 そ のために,子 供 のない夫婦 は子供 を欲 しが るのであ り,そ の際 子供

をた くさん もった近親者か ら養取す れば,近 親者 の養育負担を軽 くす る ことになる。

Romonumの 養 取が,養 親 の老後 の面倒 をみるということが大 きな要 因 にな ってお

らず,大 人 としての地 位を有効 な ものにす る手段 となってい る点 が特徴で ある。 そ し

て養親は,実 妹 よ りも,子 供 を養育す るうえで も,経 済的に も優位 な地位 にある。ま

た,養 子の地位 は,前 述 したよ うに,lineage帰 属 に関 して,自 分 に有利 な条件を比

較的 自由に選択 する ことが可能で あることか ら,実 子 よりは優位で ある。

 最 後に,Romonum島 の養取慣 行の特徴 をま とめてみる と,

 (1)養 取 行為 の過程 で特別 な儀礼 を伴わ ない。

 (2)lineageへ の帰属の選択が認 め られて いるが,養 取 によって成員権 の変更は生

  じない。

 (3)lineageを 存 続 させるための手段 と しての養取の必要 はない。

 (4)養 取 はほ とんど血縁関係の ある者 のあいだでなされ,近 親者の子供の養育負担

  の 軽減の機能 がある。

 (5)子 供 のない夫婦 に,大 人 と しての社会的地 位を与え る。

 (6)養 親 が実親 よ り,社 会的 ・経済的 に優 位な地 位にある。

 (7)養 子 に,養 親 の老後 の世話をみ ることが義務づけ られて いない。

 事 例1【 Ponape島 の場合9)

 Ponape島 で 養取 を表わす現地語は, pwekser墲ﾈ い しpweki pwekで,元 来,「 子

供を持 ち上げる」 とか 「抱かれ る」 という意味で ある。 そ して,養 子(seri'n pweki

pwek)と は,実 親 か ら他 の夫婦 に与 え られた子供の ことで,そ の背景に は養親夫 婦

がその子供を自分 の子供 であるかの ように育て るかわ りに,子 供は成人 してか ら自分

の実親 にす ると同様 のサー ビスを養親 にす るとい う相互理解が ある。

9) この 事 例 の基 礎 資 料 は,[FlscHER 1970]お よ び[BASCOM 1965]に 依 って い る。 と くに 引用

明記 のな い 個所 は前 者 に 基づ いて お り,そ の資 料 収 集 は1950～53年 に な され て い る。

252



須藤  ミクロネシアの養取慣行

 Ponape島 に は, tipwな い しはs6uと 呼 ばれ る外婚的な母 系氏族(cxogamous

matriclan)が あ り,経 済的0儀 礼的機能 を果たす単位で ある と同時 にrank systemの

基 礎 にな ってい る。 その下位集 団 として,pan臺n臺と 呼ばれる母系 の3世 代間の成

員 よ り構成 され る居住集団が形成 され る。 これは夫方居住 の方式 をとるため,各 世代

の兄弟が中心 とな ってお り,W. R. Bascomは この集団 にextended fami�の 用 語

をあてている。 しか し,最 近は,Ponape社 会 において, nuclear Familyが 他 のオセ

アニア社会に較べて重要 にな ってきている[BAscoM l 965:18-19]。

養 取が どの程度の頻度で起 こるのか を示す統計資料はないが,養 取 の要 因と しては次

の4点 があげ られ る。

 (!)養 親 が老後の面倒をみて もらうため。

 12)神 話 や伝説 に結びついた,い われある自分の土地 や敷地 を後世 に伝 える個人的

  継 承者 をつ くる。

 (3)生 業 を農業 に依存 しているため,自 分の土地を相続す る人を得 る。

 (4)多 くの子供を もったrelativeや 友 人 を助 ける。

 養 取 は男性が好まれ,そ の理由は女性 は婚 出す るか らだ とされている。養取 の時期

は,子 供 の離乳期が最 も良 く,引 き移 りの際に儀礼 は行 なわない。養親 の多 くは 自分

自身 の子供を もって いない場合が多 く,実 妹 よ りも年長者で ある。Ponapeで は,年

長 の兄弟が年少の兄弟 に対 して権威 があ り,子 供 のない年長兄弟が年少兄弟 の子供 を

養取 に要求す る強 い立場 にあり,特 に長子が好 まれる。 養親 は養子 の養 育 に 対 して

initiativeを 握 ってい るが,実 親 も子供 に関心を もってお り,相 続をさせる ことも許

され る。 また,養 親が正当 に養子をあつか ってい ない場合に,実 親は連れ戻 す ことが

で きる。clanの 成 員権 は,養 取 に影響 されず子供は実母 のclan成 員 である。

 Ponapeに は,養 親 と養子 の関係を表わす用語 に,``matrilineages'kainek"と い

うことばがある。 これ は,異 なるlineageの 女 性 と結婚 した二人の兄弟のあいだで,

ど ちらか0方 が他方 の子供 を養取する場合 に生 じる関係 を指す。 この関係は,単 に,

子供 と新 しい 「母」 ない し 「父」 とのあいだのlineagc identityの 要 求 とい うだけで

な く,制 度的な特 定の親族 関係 を表わす。 植民地時代以前 には,matrilincageが 復

讐 の単位 とな って お り,異 なるlineage間 の結合 をはか るた めの方法 と して養取が行

なわれていた。 このよ うに,lineage間 の結合 を促す 目的で なされた養取 によ る養親

と養子 の関係 を,特 に``matrilineages'kainek"と 表 わすので ある。

 養 子(長 子で ある場合が多い)は,土 地 の相続 において他の兄弟 よりも有利な地 位

にある。養 親 との関係 では,年 長性の原理によ って養親 が実親 よ り多 くの土地面積を
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所有 している。また,実 親 との関係においても,長 子であるという特権で他の兄弟よ

りも多 くの土地を相続する権利を保持 しているからである。たとえ,養 親との間に,

成入 したら土地を分与するという口約束がなされていても,養 親に実子ができた場合,

養親 は実子を優遇する傾向は強いが,養 子にしてみれば,実 親のところにいても,実

親が多 くの土地をはじめ財産をもってない場合が多いことから決して不利な立場に置

かれるわけではない。

 以上みてきたように,Ponapeの 養取は土地の相続 と関連 して起る性質のものであ

る。J・L. Fischerは ・Pollape島 のこのような養i取慣行の背景が, Ponape人 の土

地に対する考え方に起因 していると述べている。Ponape入 は,土 地を単なる経済的

資源 と見なしているのではな く,先 祖伝来の家財としての愛情の対象として高い価値

を置いているか らだというのである[FIscHER 1970:306]。 そ して,生 態学的条件 と

の関連で,養 取の機能を次のように説明している。Ponapeを はじめ他のオセアニア

の諸社会は,安 定 した気候条件のもとで,小 さな隔離された世界であることが一大要

因となっている。その環境下にあって,

 (1)外 部か らの侵入者によって引き起 こされる大きな社会的混乱がまれで,住 民が

 自分 らの技術 レベルと土地資源に適合 した社会 ・政治的諸制度を作り出す機会があ

 ること。

 (2)社 会 ・政治的諸制度を維持するために最適な人ロレベルは,数 世代(の 世代深

 度)の 中で達成されること。

 (3)掘 棒耕作への依存と人口密度 との関連で,不 規則な系譜関係を通 して土地の相

 続権の集中を防 ぐため。

の点が,養 取の機能であるとしている[FlscHER l 970:304]。

 このJ・L・Fischerの 説明は,土 地の人 口支持率 という具体的検討が必要であるが,

J・Goodyが アフリカ社会の養取の稀少性を無制限の土地利用の可能性と関連付けて

いるのと比較すると,興 味深い内容を含んでいる。すなわち,養 取を把えるうえで,

土地の相続および利用の可能性 ということが,一 つの規準になり得 ると考えられるか

らである。

 最後に,Ponape島 の養取慣行の特徴をまとめてみると,

 (1)養 取行為の過程で特別な儀礼が伴わない。

 (2)lineageへ の帰属に関 し,口 約束ではあるが土地の分与が養親とのあいだでな

 される。成員権(clanに おける)の 変更は生 じない。

 (3)土 地所有の均衡化をもたらす機能を果たしており,多 くの土地をもつ養親が,
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 そ うでない実親 を助 ける。

 (4)血 縁者 間でなされ,年 長性原理に基 づき,年 長兄弟が年少兄弟の子供 を養取す

 る慣行があ り,養 親 が実親 よ り社会,経 済的に優位 である。

 (5)土 地 の相続 において,養 子 は有利な立場にあ る。

 (6)土 地 所有 の単位がnuclear familyで あ るため に,土 地 の相続 に関連 して,実

 子 の代替手段 と して の養取が行 なわれる。

 事 例 皿 Mokil島 の 場合10)

 Mokil島 に は, sheri shoyshoyとshotaiと 呼 ばれ る2種 類 の養取 が認 め られ る。

前者は,養 親が養子を彼 自身 の子供 と して とりあつか うよ う期待 され る関係で,養 子 が

結婚す る時,な い し養親が死 に近づいた時 に養親 か ら土地を与え られる権利 を有す る

性格 の ものである。後者 は,召 使 いの地 位に甘 んず る性格の もので ある。

 Mokil島 社 会 で,最 も重要な社会単位は, panei'nei'と 呼 ばれ る父方 居住婚 の形

態を とるpatrilineal patrilocal extended family(以 下,拡 大家族 と記す)で あ る。

ココナ ツ畑 ととタロイモ田は個人的 に所有 され るが,拡 大家族 の管理下におかれ るす

べて の土地 は家長の指図の もとに使用 され る。そ して,家 長権 の継承や大部分の土地

の相続 は父系のlineに あ る長 男に優先的 にな され る。

 Mokil島 の 人 口は425人(1947年)で あるが,170年 間 に子供 の約3分 の1は 養取 さ

れている。 その要因 と して は以下の4点 があげ られる。

 (1)子 供 を もつ ことが,既 婚 夫婦の願望 で,婚 姻 関係を家族 関係 に変形 させ る とい

 う考 え方か ら。

 (2)息 子 に自分のlineを 継 承 させ,永 続 させたい とい う願望か ら。

 (3)各 人 が兄弟 ・姉妹 をもつべ きだ とい う考 え方 か ら。

 (4)婚 外 ・婚前交渉 によ って生れ た子供に親 を与え るため。

養子 には男子が好まれ(178例 中115例),そ の 理由は,patrilinityの 強 調 とい う考え

方 と労働力の確保にあ る。養取 の手続 きは,子 供の生前か生後数 カ月の あいだ にと り

決め られ るが,実 際に引き移 るのは離乳期を過 ぎてか らであ る。 養取 は親密 なrela-

tives間 で な され る。

 養 子 と実親 の関係 は,た とえ養子 が養取 され た家族の永久の成員 であ って も,実 親

と親密 な紐帯 を維持 してお り,実 親は食物 その他 の贈物を し,逆 に子供 は定期 的に実

親の もとを訪 れる。 この ような相 互扶 助的な関係 は生涯続 く性質の ものである。実親

10)こ の 事 例 の 基礎 資 料 は,[WECKLER 1953]に 依 って お り,そ の資 料 収 集 は1947年 に な され

 て い る。
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は,養 子に出した子供が先方でいじめられた り,良 くあつかわれなかったりしたら連

れ戻す ことが出来る。しかし,養 親は子供を幼年期の非生産的時期に育てたなら,生

家に帰 ったとしても,多 大な援助を養子に要求することができる。養取後,養 親に実

子(男 子)が 生れた場合,長 男が家長権を継承 し,土 地を相続するという原理が,

sheri shoyshoy養 取の理念に優先 し,実 子が家長の座につくこるとになる。また,息

子の子供や娘の子供を祖父母が養取する例 もある。その動機は情緒的,感 傷的なもの

で,土 地の譲渡 もなされることがある。

 Mokilの 養取は土地の相続 と密接な関係にある。 家族の土地は家族構i造の一部 と

みなされており,最 近,数 世代にわたり父から息子へという父系のlineを 通しての

図1 土地の相続と養取

土地 の相続 が増大 して いる。 しば しば,

土 地 を伝統的 な父系の所有者 に帰す た

めに養取が行なわれる。息子 のない家

族 において,長 女 の夫 を養取す る,い

わゆ るムコ養 子(養 親 とson-in-law

の 関 係にあ る養子 が次世代で家長の地

位 につ く)に よって,妻 の1ineか らも

た らされた土地 を,妻 の父系lineに 帰

す とい う場合が起 こる。図1の 例 のよ

うに,妻 の親 しい父系のrelativesの

一 人か ら少年を養取 して
,自 分 の保有

して いる土地を相続 させ る。す なわち,

一 時的 に母系(女 系)のlineを 通 し

て相続 された土地 は,代 々続 いて いる

父系の1ineに 返 還 され ることに な る

ので ある。

 ま た,Mokilの 養 取 は,子 供を大勢 もち,土 地をた くさん もっていない恵 まれ ない

relativesを 助 けたいとい う願望 に基づいてな される。 とくに,土 地 の少 ない父系の

relativesの 子 供を養取す る。

 このよ うなMokilの 養 取 の歴史的 ・経 済的背景 を, J. E. wecklerは 次 の よ うに

説 明 して いる11)。過 去75年 の あいだに,Mokil社 会 には土地所有に関 して 大 きな変イヒ

が起 こった。Mokil人 は,土 地か らあが る産物はすべて島民の共 同保有物であ るとい

11)Mokilは ・1775年 に台 風 の 襲撃 を うけ,現 島民 は,そ の と きの生 存 者20～30人 の子 孫 で あ る。
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う伝統的 な土地利用 の考 え方 を放棄 し,個 人所有 とい う形態 をとるようにな った。 こ

のよ うな土地 利用形 態の変化 は,捕 鯨船 の乗員 とな った島民が西欧風の考 え方 を持 ち

込 んだ ことと,コ ブ ラ生 産による現金収入 の途が開けた ことに影響 された としてい る。

すなわち,'そ れ までの単純 に生業 に基 礎をおいた生活で,semi-communa1な や り方

で土地 を利用 し,そ こか らの産物 を分配 していた時代には,養 取 がなか ったかあ るい

は経済的 に重要性がなか った とい うのである[WECKLER l 953:560,563]。 も う0っ

の要 因は,人 口が増加 し,一 人 あた りの土地所有面積 が少 な くな ったた めに,土 地 の

所有 と移譲 に関 して,養 取が注 目され るようにな った[WEcKLER l 953:560]。

 このJ.E. Wecklerの 指 摘 は,前 述 の要 因(Dお よび(3)と ど のように関連す るの

か明確ではないが,Mokil社 会 が その経済的基盤を,土 地の共同保有,共 同分配 の体

系においていた段階か ら,個 人所有,個 人生産体系 に変化す る過程で養取慣行 が意味

を もち発達 して いった点 にある。 この視点 は,オ セ アニ アの養取慣行 の通時的解明を

試み るうえで示唆 に富む ものであ る。corporate groupと して機能する社会 単 位 の

縮小化 に ともない,そ の集団の存続 のための手段 と して,養 取が大きな機能 を果たす

とい う考 え方 が成 り立つ ように思われ るか らである。

 最 後に,Mokil社 会 の養取の特徴 をま とめる と,

 (])養 取 行為 の過程で儀礼の有無 は明 らかで ないが,土 地の相続を前提 と した養取

 が 行なわれ る。

 (2)養 子 は実親 の拡大家族への成 員権iを失わないが,養 親への援助が義務づ け られ

 て い る。

 (3)血 縁 者間,と くに父系血縁 の関係があ る者 のあいだで養取が行なわれ,そ れは

 父 系lineの 貫 徹 とい うイデオ ロギー に基づいてい る。

 (4)養 取 は子供 のない夫婦が社会 的に大人の地位 を獲得す るとい う観念 と,異 性 の

 キ ョウダィを もつべ きだという考 え方 に基づいてなされ る。

 (5)養 取 は近親者 の子供 の養育負担の軽減 とい う機能 を もつ。

 (6)土 地 所有形態 の歴史的変化に ともな って,養 取 が経済的に重要な意味を もつよ

 う にな った。

 事 例IV Yap本 島 の場合12)

 Yap本 島 には, pofお よびcowiyと 呼 ばれる2種 類 の養取を表わす現地語 があ る。

前者 は,元 来 「木の葉 をむ しりとる」 という意味であるが,自 分 の親族関係にあ るも

12)こ の事 例 の 基礎 資 料 は,[LINGENFELTER l 975]お よ び[SCHNEIDER 1962】 に依 って い る。

 と くに 引用 明 記 の な い個 所 は前 者 に基 づ い て お り,そ の資 料 収 集 は1967～69年 にな され て い る。
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のの うち周 辺部 に位置す る人び との子供を養取する ことを指す。 それ に対 し後者 は,

近 親者の子供を養取す ることを指す。Yapの 人 び とは,父 系 の出自を辿 ってtabinau

(一つ の土地 の意)と 呼 ばれ る集団に帰属す る。 このtabinauは,社 会生活の諸相,

た とえば土地保有 ない し所有の単位 と して,ま た個人 の位階継承 の単位 として大 きな

機能 を発揮 する。tabinauは, corporatenessの 発 現 の レベル に応 じて,そ の 構成 上

の性格 か ら,patriclan, patrilineagcの 概 念で把握 され,ま た婚後の居住規制 との関

連でpatrilocal extended familyと み なせ る。 Yapの 人 び とは このよ うな,父 系 出

自集団 に成員権を保持す ると同時に,固 有 の名前 を もった,外 婚的,非 地縁化 した ト

ーテム的な親族集団であ るgenungに も属す
。 genungは 母 系 の系譜 関係 に基づいて

形成 され・matrisibと み なせ る[LINGENFELTER l 975:19-34;ScHNEID耳R l 962:

2-8]。 この ようにYap社 会 においては,個 人は土地所有単位で あるpatrilineageと,

外 婚単位で ある トー テム的 なmatrisibの 両 方 に帰属 してい る。

 Yapで 行 なわれ る養 取の要 因 として次 の4点 が あげ られ る。

 (1)子 供 のない夫 婦が,自 分 たちの老後の面倒をみて くれる後継者 を うる。

 (2)子 供 の多い家族 は子供 を養子 に出す ことによ って,自 分 の子供 に余分な土地 を

 分 け与え る必要がない。

 (3)切 れ かか ったか,あ るいは最近切れて しま った親族 関係 を再 び回復す る。

pofと 呼 ばれ る養取は,子 供が生 れる数 カ月前 に縁組みがな され,養 親 は 子供の実親

とpatrilineageのheadに 価 値のあ るものを贈 り物 として 届 ける。 headは その 贈

物をclanの 祖 先霊 に捧 げ,祖 先霊 が怒 らないよ う,そ の子供が幸せな人生 を送れ る

よ う頼む。子供 の引き渡 しは出生後,何 カ月 か経 った時 に,養 親が実親の ところを訪

れて行なわれる。 この際,実 親 は,養 親 に一片 の土地 を贈 る。 この土地は,`binau ni

bid'と 呼 ばれ,「 ぬ ぐい とるための土地」 という意味であ るが,養 親が子供 の下 の面

倒をみた り,養 育 にお けるわず らわ しさに対す る報償 という性格の ものである。同時

に,養 子が新 しい父系(養 父)のlineageの 土地 を相続する ことを確証す るためで も

あ る。 この養取 の手続 きによって,二 家族 間の親族関係 は強化 され,親 たちはキ ョウ

ダィ関係を結んだ ことになる。養子 は養親 のclanの 祖 先霊 か ら名前を もらい,彼 ら

の子供 としてのstatUSを 獲 得 し,養 親のclanの 子 供た ちと同等 の権利 をもつ。 そ し

て,養 聖 によ って子供 は,自 分が出生 したclanの 地 位 を失 い,土 地 を相続す る権利

もない。養子 の親族帰属(kinship affiliation)は 非 常 に複雑で ある。養子 は養親 の家

に住み,養 親 のpatriclanの 成 員 であるが,1ineageとsibの レベルでは,養 親 と実

親両方 のpatrilineage, patrisibに 属 す。 養 子が青年期 に達す ると,養 取の こと,彼
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の実親の集 団に帰属 して いることを教え られ,双 方 のlineageとsibの イ ンセス トの

規制を守るよ う指示 され る。D. M. Schneiderは, pofタ イ フ。の養子は実母,養 母 の

双方か ら,sibへ の 帰属,ト0テ ム,食 物の禁 忌を継承 する と述べて いる[SCHNEIDER

1962:7]。cowiyタ イ プの養取 は,縁 組み も子供の出生後 になされ,贈 り物 の交換

はな く,養 取後,子 供は養親 と住 んで も良い し,実 親 とで も,交 互で も良い とされる。

しか し,地 位 と土地は養親 か らもた らされ る。いずれにせよ養子 にとって利害の対立

が生 じた場合,彼 は養親 とその親族集団 の方 に強い紐帯を結ぶ。

 以 上でみたよ うに,Yapの 養 取 は,そ の起 こる頻度や具体 的な養子 と 養親 の親族 関

係が明示 されて いないが,養 子 の集団帰属 に関 しては,興 味深 いデー タを提供 して く

れ る。養取 の契約が養取行為の過程で成立 された ことを象徴す る儀礼が行なわれ,そ

れが集 団帰属 の手続 きにな っているか らで ある。

 最 後に,Yapに お ける養取の特徴 をま とめると,

 (1)養 取 行為 の過程で祖 先霊 へ供物 を奉納す る儀礼が行なわれ,養 子が養親のclan

 へ の 成員権 を獲得 したことを象徴 的に表 わ して いる。

 (2)養 取 に2種 類 あるがいずれ も親族 関係 のある者のあいだで行 なわれ,親 族紐帯

 を 強化す る機能 を果たす。

 c3)養 取 によ って子供 は,自 分のclanに お ける地 位および 相続権を失 うが,婚 姻

 お よび トーテム禁忌 に関 して は,養 親 ・実親 双方 のclanの 規 制を うける。

 (4)養 取 行為 の過程で,実 親 か ら養親へ土地 の移譲がな され,養 子の養親の もとで

 の地位の確保 を意 味す る。

 事 例V Kapingamarangi島 の場合13)

 Kapingamarangi島 で,養 取 を表 わす現地語 は,`e taahi'と 呼 ばれ・ 子供 に関 し

て もつ親の諸権利 ・義務 を実親か ら他 の人に移譲す る ことで,土 地(タ ロイモ田)の

相続 がなされ る。 これに対 し養育(fbsterage)は,一 時的な親権 の移譲 を意味 し,土

地 の相続 はな されない。

 こあ島で基本的 な社会構 造的単位 とな って いるのはsibling setで,経 済 的諸 活 動

をは じめ,土 地 所有,儀 礼 ・宗教的諸活動において共同性 を発揮す る。sibling setの

takiと 呼 ばれる年長者のleaderは 財 産(土 地,家)を 管理 し,祭 りや労働 チ0ム を

組織す る責任を もち,ま た若 いキ ョゥダ ィの 「父」「母」の役 割が課せ られ る。 これ

に次 いで,最 も重要な親族集団 は,matahanauと 呼 ばれる2～3世 代 間の男性 ・女

13) この事例の基礎資料は,[1.IEBER l 970]お よび[EMoRY 1965]に 依 っている。とくに引用

 明記のない個所は前者に基づいており,そ の資料収集は1965～66年 になされている。
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性のすべての子孫(cognatic stock)で あ る。種々の目的で共同す るが,時 には土地 保

有単位 に もなる。 婚後居住様式が妻方居住 であるため,descentがcognaticで あ っ

て も,実 際の子供の集団へ の帰属 は,母 方 のそれで ある。 居住 が個人 の基本的な家

族構造を決定す るのであ り,子 供 は母 のmatahanauと 行 動を 共 に す る。 このよ う

に,1～4世 代 の(姉 妹)夫 婦 とその子供が一緒 に住み,kuongoと 呼 ばれ る一画 の

居住地を 占拠 している。

 この島の土地 には完全な個人所有地 とcorporate group所 有 地 の2種 が あ り,そ

れぞれ土地 に関連す る諸権 利の種類 に差異 がある。前者 は,タ ロイモ 田で,後 者 はヤ

シ林 や敷地で あ り,takiの 管 理下 におかれ,彼 ない し彼女 の了解を得て使用する こと

ができる。 あ らゆる土地 は,個 人 か一つ のsibling setな い しい くつかのsibling set

に よ って所有 されてお り,土 地 の用益権iがな くなるとい うことは,所 有者 と用益者間

の親族紐帯の欠落を意 味す る。

 このよ うな背景の もとで,養 取は総 人 口720人 に 対 し,372例 を 数え,51.5ｰ0の 高 率

に達す る。 それ らは,血 縁関係がある と認識 してい る人び とのあいだでなされ, う

ち4分 の3は,実 親 と養親の関係 が実 ない しは類別的キ ョウダイである。 このことは

Kapingamarangi社 会 で,最 も基本的 な社会単位がsibling setで あ り,キ ョウダィ

間の連帯 の重要性が養取慣行 に反映 しているのである。養取 の動機 および要因につい

てK・P・Emoryは,次 の5点 をあげて いる[EMoRY l 965:158]。

 (1)子 供 の ない夫 婦に子供 を提供す る。

 (2)母 親 ない し両親 を失 った子供 に親 を与 える。

 (3)未 婚 の女性の子供 に父親 ない し両親 を与え る。

 (4)多 くの子供を もった親 の負担 を軽 くす る。

 (5)古 くは,「 非司祭階 級」の家族 が 「司祭階級」の家族 に成員 を もつ手段 と して。

M・D・Liegerは,こ れ らの要因を補足 して説明 を 加えている[Z.IEBER 1970:175-

180]。

 (1)に 関 しては,夫 婦の結婚紐帯の強化,大 人の地位の行使,土 地 やタ ロイモ田の

相続者確保,(4)に 関 しては,第 二次世界大戦後の幼児死亡率 の減少 によって増加 し,

多 くの子供を もったキ ョウダ イや第1イ トコを援助す るた めにな される場合 が多 い。

 また,M・D. Lieberは, K・P. Emoryの5点 に加 えて,次 の3点 を養取の要因に

あげてい る[1..IEBER 1970:180-202]。

 (1)sibling setの 構 成上,子 供の労働力 と性 の均衡 の関連で,息 子 ・娘双方が 少

 な くとも一人ずつ必要であ る。
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 (2)土 地所有者 と用益権をもつ人びととのあいだの親族紐帯を維持するため。

 (3)特 定の親族地位の社会的な置換冬として。

 養取の手続き過程をみると,養 取しようと思っている人は子供の誕生前か直後に実

親にその意を伝える。子供は離乳期まで実母と過ごすが,こ の間,養 親は実親に着物

と食物の贈物を し,一 日のうち短い時間,子 供を自分の家へ連れてくる。引き移 りが

終 った後,養 子は実親のもとへ行きキ ョウダイと遊んだり,食 事をしても良いが,夜

は必ず養親 と寝なければならない。養親は,食 物,学 校の費用,生 活費をうけもち,

諸々の技術(釣 りや大工など)を 教え,養 子のあらゆる儀礼のスポンサーにもなる。

すなわち,養 親は養子に対して親 としての義務を負うことになるが,同 時に養子の労

働力の提供や配偶者の選択などにおける権利 も保持する。実親は子供に対するあらゆ

る権威とか責任を放棄するのではなく,援 助が必要な時には呼び寄せたり,養 親に子

供が良 くあつかわれない(大 人になる以前に)場 合,連 れ戻すことも可能である。こ

のように養親 ・実親 と養子の関係の基盤には,土 地 とタロイモ田の贈与ないし譲渡の

慣行がある。

 まず,実 親は子供が5～6歳 になった時,1～2面 のタロイモ田を養親に贈る。こ

れは子供の結婚の際,養 親から養子に譲渡される。次に,養 親は,死 期に遺言の形で

養子に一区画のタロイモ田か土地ないしは両方を譲渡する。その相続対象物の広さは,

養親の所有する土地の面積や実子の数にもよるが,最 も大きな要因は,養 子が養親の

老後の面倒を良 くみたかどうかにかかっている。たとえ,養 親に実子がいたとしても,

養子は実子と同等の権利をもった共同相続人の資格がある。最後に,実 親 と養子に出

た子供の関係であるが,実 親の死後に実のキョウダイと同 じく,土 地やタロイモ田の

一区画を相続 したり
,そ の他の土地に対する用益権を継承する権利を保有している。

 このように養子は,自 分の生れたkuongoか ら他のkuongoへ 居住を変えること

であり,基 本的なaf田iationを あるmatahanauか ら他へ 変えることになる。 しか

し,そ のa�liationは,祭 宴などへの参加資格だけでな く,土 地利用,相 続に関し

ても顕在化するが,自 分のdescentに 基づ く実のmatahanuaへ の成員権を放棄する

性格のものではない。Kapingamarangiの 養取は,最 初から養育(fosterage)と 区別

されるものではなく,後 になって養育から養取に変わる場合 もあり,養 親 ・養子の相

互の権利 ・義務行使の過程で規定されて くる性格が強い。また,子 供は個人によって

養取されるのであって,夫 婦によってではなく,養 親は未婚でも大人でなくて も良い。

前述 したように,養 取は血縁者間でなされ,養 取の破棄は難 しいとされ,養 親の老後

の面倒をみることが義務づけられている。

261



■

国立民族学博物館研究報告  2巻2号

 以 上でみたKapingamarangiの 養 取慣行 の特徴をま とめてみ ると,

 (1)養 取 の手続 き過程で の儀礼実修の有無1ま明確で ないが,子 供が5～6歳 のころ

 に,土 地(タ ロイモ田)の 移譲がな され る。

 (2)血 縁 関係者 のあいだで養取がなされ,と くにキ ョウダイ関係 にある者の結束 と

 相 互扶助的機能 を果 た して いる。

 (3)集 団 帰属に関 しては,養 取先 の親 族集団へのaffiliationを 獲 得す る と同時 に,

 実 の親族集団への成員権 も保持 してい る。

 (4)養 子 の地位 は,養 親 の実子 と同等 の資格 を有す るが,養 親 との権利 ・義務 の行

 使 の結果で左 右 される傾 向がある。

 (5)養 取 は,土 地 の相続 と密接 に関係 してお り,実 親→養親→養 子の経路で土地 の

 譲 渡が なされ る。

 /6)養 取 は家族構造 の うえか ら,異 性のキ ョウダ ィを少な くとも1人 ずつ もつ必要

 が あるためにな され る。

事例W Marshal1諸 島 の場合14)

 Marshall諸 島 の養取慣行 に関す る 詳細な報告 はないが, A. Spoehr[1949]に よ

ると,Maj uroで は養取 はrelativesの あ いだでなされ,養 取の対象 は子供 のみで,

引 き移 りは一歳の誕生 日を過 ぎてか らである。 土地 所有 の単位 となるの はbwijと 呼

ばれ るmatrilineal lineageで あ るが,養 子 は養親(養 母)の1ineage成 員 に なれず,

土 地 に対す る権利 も分与 されず,自 分 自身 の1ineageに 権 利 を保有 してい る。養親 は

養 子を育て ることに責任を もってお り,養 子 は養親 の病気 や老後 の世話をす ることが

義務 づけ られてい る。 しか し,万 一養親が養子の面 倒をよ くみて いない ことがわか る

と,実 親は自由に子 供を連 れ戻す ことがで きる。以上 のようなMajuroの 養 取 は,広 範

に拡大 した親族関係を強化す る機能 を果 た している[SpoEHR l949:156,209-211]。

 ま たBikiniに 関 す るL. Masonの 報 告 によると,島 民 の半数 は養取 されてい る

が,手 続 き過程で儀礼は行なわれない。養取 は子供の母方 のオジ,オ バ,父 のキ ョウ

ダイ とのあいだでな され る。その理 由は,父 親不明の子 供や両親が死亡 した り,島 を

出て行 った子供の世話をみ るとい うことが大 きい。養子 は生涯養親の もとで生 活す る

のではな く,実 親 のもととを交互に住み分 けるのが慣行 とな っている。 同一1ineage

(matrilineai)内 で の養取 が,土 地権iの紛争を 防 ぐ理 由で 好まれ る。 異 なるlineage

か らの養子 は,養 親 のlineageで の 土地権 の獲得 は不可能で,自 分 自身 のlineageの

成 員権 も失 う。 このようなBikiniの 養 取慣行 は,キ ョウダ イの家族紐帯 をよ り強化

14)Spoehr[1949], Mason[1954]の 資 料収 集 は,1947年,1946～53年 に それ ぞ れ な され て い る。
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す る機能 を果 た して いる[MAsoN l954:213-214]。

 事 例W Palau島 の 場合15)

 Palau島 で,養 取 に相 当す る現地語 は認 め られないが,養 取行為を指す とき,`te

mla oungalck era ngi'(「 養 子の子 供を もった」)と 表現 される。 養子はroderな い

しmerodel(語 義 不 明)と 呼ばれ るが,ま た養子 の養育 内容を指す 意味で,「 我 々の

手 の子供」(彼 を育 てるのに手を使 うことか ら)と い うい い方 もなされる。

 Palau社 会 には,母 系 の系譜をた どって女性 の祖先 に自己を関係づ ける系譜認 知様

式 がある。個人 は,そ れに基 づいて形成 され る出 自集 団に帰属す る。土地 その他 の財

産はngalek tangと 呼 ばれ るmatrilineageが 所 有単位 となり 管理 され る。 夫 方 居

'住様式 をとるため
,社 会生活で最小 の社会集団単位 と してのcorporate groupを 形

成 するのは,talungalekと 呼 ばれ るmatrilineageの 男 キ ョウダ イを中心 とす る居

住集団で ある。土地 の相続は母 系1ineを 通 してなされ・るが,土 地の管理権 はlineage

の年 長男性 に掌握 され る。

 養 取慣行 に関す る詳細 な記述 はないが,養 取 の要 因 として次の2点 が あ げ られ る

[FoRcE and FoRcE l 972:37-38]。

 (1)養 取 は私生児 とみなされる子供を社会的stigmaを 受 ける ことな しに,正 当な

 諸 権利 をもって親族体 系に くみ込む手段で ある。

 (2)養 取 は親族地 位(kinship status)を 再 び明確にするメカニズムで ある。

Palauの 養 取 には2種 類 あり,養 子 と養親 のあいだ に生物学的(親 族)関 係がない場

合 と,養 子 と養親 がすで に親族員で ある場合 とがあ る。後者 において は,祖 母 が娘 の

子供を養取す るか,女 性 が姉妹 の子供を養取す る もので,こ の ような子供 は養取前か

らlineageの 「正」 成員 と見なされて いる。 R. W. ForceとM. ForceはPalauの

養 取慣行の歴史的背景 を,養 取 は古 くか ら存在 したが,こ こ数世紀にわたる島民人 口

の急激 な減少 に直面 して,sibお よびlineageの 存 続の手 段と してひんぱんに 行 なわ

れるようにな った と述べ ている[FoRcE and FoRcE 1972:4849]。

 以 上でみたMarshall諸 島 とPalau島 の養取 に共通 してい る特徴 は,親 のない子
                  0

供に正当な社会的地位を与えるという性格 と,拡 大し疎遠になった親族紐帯を再び明

確化 し,強 化するという機能をもっていることである。

15)Barnett[1949]の 資 料 収 集 は1946～47年 に, Force, R. W. and M. Force[1972]の 資 料 集 収

 は1954～56年,1971年 にな され て い る。
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2.ま とめ一 比較 ・検討

 7つ の社会 の事例考察を とお して,ミ クロネシアにお ける養取慣行の特質および変

異は,次 の ように把握で きる。

 (1)個 人 の帰属す る財産共有体 としてのcorporate groupの 性 格 と養 取 に 関 し

て,と くにその集団の存続のための手段 と しての養取 の機能 をみ ると,示 唆に富むデ

0タ を提供 して くれ る。 ミクロネ シアには,養 取 が実子 の代替手段 と して後継者確保

の 目的でなされ る社会 と,そ うでない 社会 とがある。 これ はcorporate groupの 規

模および土地所有の形態に大 き く関連 してい ることが うかが える。corporate group

存 続 のために後継者を必要 とす る社会(Ponape, Mokil, Kapingamarangi)は,そ

の単位が核家族で あるか土地が個人所有 とな って いる16)。そ の種の養取を必要 としな

い社会(Romonum)は,そ の単位が2～4世 代の深度を もつ1ineageで あ る。 この

ことはcorporate groupの 規 模が縮小す るにつれて養取 が社会的 ・経済的に大 きな意

味を もって くることを示 している。 たとえば,Mokilの 土 地所有形態の変化過程 をみ

れば明 らかで ある。 この傾 向はJ.Goodyが ア フ リカ社会 における養取 の稀少性 に関

して提示 した仮説 と符 合す るといえよう。

 (2)養 取 に同定 しうる現地 語が存在 し,そ れ は養育 と区別 されている。 現地語 の

意味 内容 を検討す ると,生 物学 的父 ・母か ら子供 を離 れさす とい う点 が強調 される傾

向がある(Romonum, Yap)。

 (3)養 取 の動機お よび要因で,ミ クロネシア社会 に共通 しているのは,片 親 ない

し両親 を失 った子供や庶 出の子供 に親を与え る目的 とな らんで,親 族員 の子供 の養育

負担 を軽減す るためである。 また,家 族構造 における理念か ら,子 供のない夫婦 が大

人 と して の社会的地位 を 獲得す るた め(Romonum, Mokil, Kapingamarangi),あ

る いは異性のキ ョウダィを少な くとも0人 ず つ もつた め(Mokil, Kapingdmarangi)

の養 取 もみ られる。 ミクロネシアの養取 が実子 の有無 と関係な く行 なわれる背景 には
,

                     の    

それ らの要因を考慮すると,利 他主義的な考え方があるということができるように思

われる。

 (4)養 取行為の手続きに関しては,Yap島 を除いて養取契約の成立を象徴するよ

16)CarrollはNukuoro(Ponape Districtの 離 島,文 化的 に はPolynesian outlier)に お け る土

 地 の相 続 と関連 す る養 取 を次 の よ うに 報 告 して い る。Nukuoroで は,核 家 族 が社 会 単 位 とな っ

 て お り・ 土 地 は個 人 所 有 で あ る・ 土 地 を 家族 内 に保持 してお くとい う考 え 方 が 強 く,夫 婦 が後

継 者 を もた ず に死 ぬ こ とは,自 分 の 土地 を 他 人 の手 中 に落 す よ うな もの だ とみ な され る。 そ の

 た め に,自 分の 土 地 の 相続 人 を 探 し出 すた め の養 取 が な され る[CARROLL l970b:132-140]。

264

0



須藤  ミクロネシアの養取慣行

うな儀礼が存在せず,そ の完了時点が 明確でない。養取契約 の成立は,子 供 の養親 の

もとへの引 き移 り以後の両者の権利 ・義務行 使の内容によ って決定 される傾 向があ る。

顕著 な例 は,養 育 として と られた子供 が養取 され る場合 であ る(Kapingamarangi)8

 (5)養 取 は,ほ とん ど血縁関係の あるもののあいだで なされ る。 養親 が実親 にか

わって子供の養育 に関す る責任 を負 い,子 供はそれに対 し養親 の老後の面倒をみ るこ

とが義務づ けられる。 ミクロネ シア社会 の養取を生 物学 的親 ・子 関係に基づ く権 利 ・

義務 の排他 的譲渡 とみなす ことが可能 であるか とい う点に関 しては不明瞭な点 が多い。

これは養取行為 の手続 きの性格 とも関連す る点で あるが,た とえば,実 親が養 取に 出

した子供を連れ戻 した り,養 親の死 によ って養取関係は解消 され,養 子が実親 の もと

へ帰 ったりす ることが起 こるか らである。 この点 は養子 の出 自集団への帰属において

も顕著 である。集団帰属 の内容を財産 と地位 に対す る権利 ・義務 に限定 してみて も,

帰 属様式 は多様である。 自分(実 親)の 集団 にお ける地 位 と相続権を失い,養 親の集

団 におけるそれ らを獲得す る形態(Yap, Mokil)か ら,実 親 と養親 との双方の集団に

地位 と相続権を保 持す る形 態(Ponape, Kapingamarangi),実 親 か養親 のど ち らか

の集団 への帰属の選択 が認 め られ る形態(Romonum)ま で,大 きく3つ の タ イプ に

分 ける ことがで きる。 しか し,集 団帰属 の内容を,集 団に対 す る成員権 の獲得 とい う

descentの 観 点か らみ ると,養 取 によ って成員権iの変更は起 こ らず,養 子 は自分の 出自

集 団(clan, lineage)へ の成員権を保持 し続 ける。 インセス トのカテゴ リーに基づ く

婚姻規制 に関 しては,実 親 と養親 との双方 の規制を うける。 この ことか ら,ミ クロネ

シアの養取 は,親 ・子 関係 に基づ く権 利 ・義務 を実親か ら養親へ排他的 に譲渡す る性

格 ではないといえよう。

 (6)養 取 は,拡 大 して疎遠 ににな った親族紐帯の再 編,強 化をはか る機能 を果す

(Yap, Kapingamarangi, Marshall, Palau)。 と くに,養 取 を契機 と して,稀 薄 に

な った親族 関係 を 「キ ョウダイ関係」 に再編す るYapの 事 例 は,養 取慣行を親族組

織 との関連で把 えるうえで興味深 い。 また,土 地 の相続 との関係で,父 系lineを 貫

徹させよ うとす るイデオ ロギーに基づいて,父 系血縁者 のあいだでの養取 が優先 され

るMokil事 例 も注 目される。 つま り個人所有 の土地を 父系親族員 のあいだに 固定化

する手段 として養取がな されるか らで ある。いずれにせ よ,養 親 と実親 はすで に親族

員である場合が ほとん どで,養 取 によって両者の権 利 ・義務 内容 に新 しい要素 が増す

とい う性格 の もので な く,両 者 の権利 ・義務関係は,親 族員 と しての関係 の枠 内で処

理され る。 これ は,ミ クロネ シアの養取が実親 と養親 とのあいだに擬制 的親族 関係 を

生 じさせる性格 の もので ない ことを示 してい るといえよ う。
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 (7)養 子の地位は,日 常的な経済活動 をはじめとする諸活動および土地その他の

財産に対する用益権に関しては,実 子と区別されることがない。しかし,土 地や家長

権の相続 ・継承に関しては,実 子が優位の地位にある。

皿. トラ ック ・ウル ル 島 の養 取 慣 行

 Ulul島 で は,子 供が生物学上の父 ・母以外 の も!i)に引 き取 られて 養育 され るとい

う慣行がひんぱんに行 なわれている。 それ は現地語でmuimuiと 呼 ばれ,元 来,「 引

き離す」 とか 「引 きちぎる」 とい う意味で ある。muimuiは そ の ような意味か ら拡張

され,一 般に子供が実親 の もとか ら引き離 され,ほ かの親 に育て られ る状況 を指す用

語 として用い られてい る。 現地語 でmuimuiは,一 般名称 として使 われてお り,個

個 に養子を持っ場合,人 称によ って語尾変化 をきたす。た とえば,私 の養子:muii,

あ た なの養子:muim,彼 (な い し彼 女)の 養子;muinと い う よ うに 表 わ され

る。

 現 在,筆 者 は島民が養取 である と説 明 して くれた事 例を56例 得て いる。 この養取例

56を,島 民人 口286人(1974年11月)と 較べてみると,島 民の5人 に1人 は養子 とい

うことになる。そ して養取 はほ とんど子供を対象になされることか ら,高 等学校在学

表3 養 取 と家 族

養取と関係する家族 隊騰
養子を出し,入 れている

養子を入れているのみ

養子を出しているのみ

10

12

7

29

生までの子供 の人 口163人 と比較す ると,

子 供の3人 に1人 は養子 にな っている と

もいえる。次 に,こ れ らの養子 が この島

で,最 小 の社会単位 とな っている家族 に

占める割合 を表3で み ることに しよ う。

Ulul島 には,33の 家 族が あ り,一 家族平

均1.7人 の養子が含まれている。 何 らかの形で養取に関係 している家族は29,こ のう

ち22家族が養子を迎え入れており,約3分 の2の 家族が養子を含んだ家族構成をとっ

ている。

 本章では,こ のように高頻度で行なわれているUlul島 の養取慣行の実態 と,そ の

機能を明 らかにすることが目的であると。とくに,親 族組織と経済的な分配体系 との

関連で養取を位置づけることに留意した。

1.ainang(母 系 出 自集 団)とeurha(家 族)

 Ulul島 社会で,養 取慣行を生み出す基盤となっている家族および 親族組織をまず
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考 察す る必要が ある17)。 島 には9つ のainangと 呼 ばれ る母 系出自集団が ある。島民

はそれ らの うち,い ずれか一 つに 自分 の母系 の系譜をた どって 帰属 して いる。 この

ainangは,島 民 のあいだで明確にその系譜 関係 を相互 に認知で きる ことか ら,社 会

人類学 の分析用語で あるlincageの 概 念で把握 され る。 しか し, ainangは この島だ

けで完結す るものではな く,Trukの 他 の島々やYapの 離 島にまで,そ の系譜 関係

ない しは共通 の名称をた どることがで きるが,こ こでは,Uiul島 の社会生活 において

機能 している側面 に焦点を あて ることにする。 同 じainang成 員 は,お 互 にainang

の起 源説話を知 ってお り,そ の内容を他 の成 員に もらして はな らない とされて いる。

ainangが,排 他的 な集団を形成 し,機 能す るのは,土 地 の利用 および配偶者選択 に

関 してで ある。同 じainang成 員 が結婚 することはインセス トとみなされ,厳 しく禁

じられている。1930年 こ ろまでは,aillangが 土 地所有団体 として機能 してい た とい

われる。 しか しなが ら,そ の後,lineageの 分 節化 が進み,土 地 が分節集団 ご とに分

割保有 され るようにな って きた。現在では,土 地所有団体 としての単位 が縮小 し,家

族 がその単位 とな っている。 島生活 にお いて,lineageがcorporate groupと して機

能す るのは,外 婚単位 と土地所有単位 と してである。 それ ら以外 に,Iineage成 員 が

一つの単位 としての排他的集団を形成す ることはな く
,全 成員が参加 して実修す るよ

うな祖先祭祀 ない しは定期的な儀礼 も存 在 しない。 ただ し,家 屋の普請,結 婚式,葬

式 などに際 しては,各 成員が中心的役割 を果たす。 このように,Ulul島 の 社会生活 に

おけるainangの 性格 は,婚 姻規制 と土地所有 の単位 として顕在的 な排他的集団を形

成す るほかは,特 定の女性祖先 を共有す るとい う系譜 認識に もとついて,成 員相互の精

神的紐帯 のよ りど ころに してい る面が強い といえよう。

 Ulul島 で は, lineageの 分 節化が進んだ結果,現 在,33の1～2世 代間の姉妹を

中心 とす る居住集団 を形成す るに至 っている。 この居住集団 はeurhaと 呼 ばれ,「 一

つの集団」 あ るいは 「一世代」 とい う意味であ る。 これは,hamurhaと 呼 ばれ る炊

事小舎 を共有 し,食 事,生 計を共に し,タ ロイモ田や,ヤ シ林 などの財産を所有する

単位である。構成員 は,原 則 として同世代 の姉妹を軸に,彼 女 らの夫 および子女,未

婚 の男性(姉 妹の兄弟)や 養子 よ りなる。婚後の居住方式 は,妻 方居住であるため,

男性 は結婚 を契機 に して妻のeurhaへ 居 を変 える。 この姉妹を中心に 形成 される集

団を社会人類学 の概念で どの ように位置付けるかは意見 の分れ るところである。Truk

諸 島 のRomonum島 を調査 したW. H. Goodenoughは,こ の種 の集団 に,潜 在 的

17)Ulul島 の家族,親 族組織 社会組織についての調査報告は,[須 藤1976]で なされている

 ので参照されたい。
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にlineageを 形 成す る可能性を もった実体で あるという意味で, lineageの 下 位概念

としてdescent lineの 用 語 をあててい る[GooDENouGH l 951:61,77-80]。 確 かに,

R◎monum島 で は, lineageが 出 自集団 と して のcorporate groupを 形 成 している

点 で,Goodenoughの 概 念 は有効である。 ところが, Ulul島 に おいて は,こ の集団

が最小 のcorporate groupと して一つの単位 とな って いる ことか ら, minor lineage

な い しはextended familyの 用 語で理解で きる性質の ものである。 それゆえ, curha

は 出 自集団 の最小単位 として母系 拡大家族 とい うことがで きよう。Ulul島 で は,最

近 そのよ うな拡大家族 が さらに縮小化 して,nuclear family(核 家 族)の 形態 をとる

ものが増加 してい る。

 さ て,こ こで図2を 参照 しなが ら,母 系拡大家族 と規 定 したeurhaの 実体 を 具 体

的にみる ことに しよう。 この家族 は,酋 長を世襲 的に出すlineageで,現 在,3つ の

eurhaに 分 節 化 している。 まず,家 族構 成を説 明す る と,成 員 は,1-1, II-2～13,

III-1～3, IV-5で あ る。 IV-4は,1918(大 正7)年 か ら約10年 間,こ の島 に駐 在

した日本の商社 員である。IV-3と 結 婚 し,5男1女 を もうけたが,1946年,米 軍の

強制送還 によって,単 身 日本 へ引き上 げた。1970年 に再 び,Trukへ 息子 たちの勧め

で帰 り,現 在,Moen島 で 三男夫婦 と一緒 に暮 らしてい る。 IV-3は1954年 に,他 島

か ら移住 して きた男性(IV-2)と 再 婚 したが,1972年 に死亡 した。 それで, IV-2は

先 妻 と同 じlineage成 員IV-6と 再 婚 し,妻 の家族成員 にな って いる。 この家族 に

図2eurha成 員 の 系 譜
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は,養 子が3人(II-3, II-4, II-10)含 ま れてお り,1人(II-1)を 養 子 に 出 して い

る。 この養取例 を,次 節以下でUlul島 に おける養取慣行の実態を考察する資料 にす

るため詳細 に記述す る。

 II-3の 場 合 は, III-1・2夫 婦に婚後数年た って も子供ができなか ったために,III-2

の養 子 にな った。 その理 由は,III-2のIineageに お いて,彼 女 より下の世代 に女子

がいなか ったため,lineageが 絶 えるのを防 ぐ目的で養子に した とい わ れ る。 同 じ

lineage成 員 であ るIII-6夫 婦 に子供 ができたときに, III-2が 養 子 に くれるよ う申

し出た。出産後,離 乳期にいた るまで のあいだ,III-2は 食 物を持 って しば しばIII-6

の と ころを訪 問 し,II-3の 世 話を した。そ して,離 乳期を過 ぎた ころに,養 子 とし

て 引き取 った。 その引き移 りの際には,儀 礼 はせず,酋 長に養子 に した件を知 らせ,

酋 長が集会の場 で島民 に報告 した。この酋長 の報告が島民に とって,養 取がな された

ことの社会的承認 とい うことになってい る。II-3の 以 後 の養 育は,養 親 であるIII-2

が責 任 をもって行な って来 ている。II-3は,小 学校の教師を しているが,高 校 卒業

後,教 員資格 を とるために出た教員養成所の1年 間の教育費は,す べ てIII-2夫 婦 が

出 した18)。 ま た,養 成所へ行 くことについての許 しや結婚 す るときの判断 ・助言 も実

親 ではな く,養 親か ら得 た とい う。 そのよ うな養親 の養育に対 し,II-3は 養 子 に来

てか ら産 まれた義理 の兄弟姉妹の面倒,タ ロイモ田の手入れや コブ ラの生産な どの仕

事,礁 湖でのタ コ獲 り,料 理作 りを手伝 ってきた。女性 の働 き手の少ない この家族 にと

っては,II-3が 大 きな手助 けにな ったわけであ る。彼女 は,今 後 もこの家族 に留 り,

養 親 を助けるのがmuimuiと しての責任 ・義務である と述 べていた。彼女のよ うに,

1ineageが 絶 えるとい うことで養子 に入 った例は,他 にないが,養 子の養育に 関 して

は,養 親が実親 に代 って責任 を もつ とい う点 は,こ の島の養取慣行に共通 して いると

ころである。

 II-4の 養 子 の場合は,彼 女 の両親(III-5夫 婦)が,こ のainangのafuakui(後

述)で,双 方 にヤシの木を分与 して あるか ら,IV-3が 養 女に した とい う。 II-4は

高 校生 であるが,彼 女の衣類 その他の身の回 り品は,養 親 が実子 と同様に買 い与 えて

いる。彼女 が高校1年 の とき(1972年),IV-3が 亡 くな った。その際に,彼 女 は養親

か ら遺言で,一 緒 に住んだ家 を くれ るか らこの家族 に留まるように言われたとい う。

その事 情をIII-3は 次 のよ うに説明 してい る。養親 が死 ぬ と養子 は自分のainangで

あ る実親 の ところへ戻 るのが普通だが,IV-3は,こ の家族 で働 ける女性が, III-2

18)Ulul島 に は,

 て い る。

8年 制の小学校,4年 制の高等学校があり,教 員養成所はMoen島 に置かれ
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とII-3の 二人 にな って しまうのを心配 したか らだ という。 この島の養取慣行 は,養

親 の死亡 によって,養 親 ・養子 の関係が解消 され る性質 の もので あるが,こ の場合の

よ うに,家 族内における女性の労働力 などの条件 によって,影 響を受 ける事態 も生 じ

得 る。

 II-10の 場 合 は, III-2の 島 内に婚 出した弟(III-4)の 長 男で3歳 になってか ら移

り住む ようにな った。 この島で は,婚 出 した男性 の子供の うち少 くと も一人(と くに

長子)は,父 親のlineageへmulmuiと して行かなければな らない とい う慣 習があ

る。彼は養親 の もとで過 ごすよ りも生家へ帰 ることの方 が多い。養子に来た ら
,食 事

と寝泊 りは養親 の もとで しなければな らないとされているが,実 際 には ,子 供の意志

に任 されている傾向が強い面 もうかがえる。

 II-1の 場 合は, afUakulの 関係で,父 親の実母(IV-1)の 養 子 とな ってい る。 彼

は,Moen島 に ある高等学校へ行 って いるが,そ の費用 は, III-1・2(実 親)が 出 し

てい る。祖母が高齢であ るために,そ の能力がないか らだ といわれる。以上で ,家 族

構成員 の関係を見て きた。養取例の事例考 察がな くな ったが,そ の整i理は後述する こ

とに して,こ の家族構成員 の住 み分 けを次にみる ことにしよう。

2.家 族構成員の住み分けと役割分担

 この 家族 は,炊 事小舎1棟,家 屋4棟,倉 庫1棟 を持 っている。 その配置は,図3

の ようにな って いる。家屋Aに は,III-1・2夫 婦 と中学生までの子女(II-6～12),家

屋Bに は,こ の家族成員で はないが,IV-2が 先 妻(IV-3)と 住 んでいた か らとい う

理由で,IV-2・6夫 婦が住 んで いる。 これは,養 子(II-4)の 所 有物。家屋Cに は,

図3 家屋の配置と住み分け
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IV-5, II-2・3夫 婦 と1-1,お よ びII-4・5が 住んでいる。 家 屋Dに は, III-3, II-13

が 住 んでい る。 このよ うな住 み方 は,Ulul社 会 にお ける伝統的な居住様式 と関連 し

て いる。女性が初 潮を経験す る年齢,男 性 が13歳 に達す ると,兄 弟 は姉妹 と同 じ家屋

で寝 る ことを禁 じられている19)。 男 子はそれか ら結婚 するまでの期間,カ ヌー小屋へ

行 って寝 なければな らない とされていたが,現 在 は,家 屋 に余裕があ るので,独 身男

性 は家屋Dに,高 等 学校 へ通 ってい る女性は家屋Cに 居住 して いる。炊事小舎 は6本

の柱 に屋根をのせ,数 枚の床板 を敷 いただ けの小屋で,一 個所 に地面を浅 く掘 った炉

が しつ らえて ある。 主食で あるタロイモやパ ンの実の皮 む きやpounding,コ ブ ラの

実 削 りや油 しぼ りな どの作業は ここで なされ る。 石焼 き料理(uhm)以 外 は,す べて

この炉 を使 って調理 され,家 族全員が集 っての食事 もここで とられる。寝所は3カ 所

に分れて いて も,炉 を使 っての調理,食 事 はこの炊事小舎 でなされ ることか ら,こ の

炊事小舎 が家族全員 が顔 を合わせ る場所 であ り,家 族統合のsymbolと な ってい ると

いえよ う。 このように,eurhaは,カ マ ドを一つ にす る居住集 団の基本的単位 とみな

す ことも可能 である。

 最 後 に,家 族員の地位お よび労働 における役割分担をみ ることに しよ う。 この家族

は,島 の3カ 所にタ ロイモ田,ニ カ所にヤ シ林を持 っている。 さ らに,酋 長を 出す

lineageで あ るとい う特権 によ って,礁 湖 の一定区域 において タコ獲 りその他 の漁 を

す る権 利を保持 して いる。 この土地 および海域に対する管理権 は,III-2とIIL3

が 握 ってい る。 タロイモ田の手入れやタ ロイモの掘 り起 こ し,コ ブ ラな どの仕事 の指

示 は,II-2が 出 し,他 の成員がそれに従 う。 また,こ の家族 において, III-3の 発 言

権 も大 き く,III-2の 相 談相手 と しての役割を果 た していると同時 に,彼 自身 の判断

で ヤシの実 を採取 した り,ヤ シ畑 の下刈 りなどを行な う。Ulu1島 で は,男 女 によ る分

業が伝統的 になされてい る。一般 に,タ ロイモ,パ ンの実,バ ナナをとって きて料理

す るのは女性の仕事,カ ヌーを使 っての漁や追 い込み漁は男性 の仕事 とされて いる。

図2の 家族 において も,海 での底釣 りや 引き釣 り,礁 湖での突 き漁 や追 い込み漁 は,

も っぱ らIII-1, III-3, ILI3の 仕 事 とな ってお り,タ ロイモやバ ナナの料 理 は,

III-2, II-3, II-4, II-5の 仕 事 とされてい る。 日常生活 の諸活動 においては,養 子,

実 子 とい う地位 に帰因す る差 は認め られないが,土 地その他 の財産の相続 に関 して は

大 きな地位上 の差が生 じる。lineageに 代 々伝 わる装飾品 などは,母 →娘 とい うline

で相 続 され,養 子が それ を相続する権利 はない。 タロイモ田やヤ シ林に して も,養 子

19)年 齢による類別体系があり,13歳 までの子供は,男 女の別なくhemerit(「 大人の生活がわ

 か らない」の意味)と 呼ばれ,13歳 ～20歳 の男子はalukit,女 子 はfapulkitと 呼 ばれ,そ れぞ

 れ 「小さい男」,「小さい女」の意味である。
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が・実子 と同等 の資格 で相続す ることはない。 も し,養 親 の遺言 で相続 した として も,

一 定の条件 が付 けられ る
。

 また・養 子は・養親のlineageへ の帰属変 えは認 め られず,生 涯,実 母 の1玉neage

成 員 であ り続 ける。ただ,婚 因規制に関 しては,養 子 は養取先 にと って インセス トの

カデゴ リーにある人 と.の 結婚は禁 じられる。 異 なるlineageか らの 養子 は,自 分 の

lineageの 婚 姻規制 と養親のそれ との双方 を背負い込む ことにな り
,配 偶者選択 の可

能性 の幅がせ ばめ られ る。

 以 上 で,Ulul社 会 における出自集団 と家族 の性格 および 機能を 養取慣行 とか らめ

合 わせ なが ら考察 してきた。 この島の養取 は,す でにみたよ うに,養 親 と養子 とい う

個人 を単位 と して結ばれる ものであるが,養 取慣行 を解明す るには
,個 人 レベルを超

えた集団 レベルで把握す る必要 がある。養子 が,最 小 の社会集団へ如何 に くみ込 まれ

るか とい う視点が欠 落 したな ら,そ の全体像が不明確にな って しま うか らであ る
。

3.養 取 の実 態(動 機 ・手続 き)

 Ulul島 の人びとが養取の動機として 語ってくれたものを列挙すると次のようにな

る 。

 (1).病 気 や遭難 によ って片親 ない し両親を失 った子供 に親 を与 える。

 (2)大 勢 の子供を もった近親者 を助 ける。

 (3)ainangに 女 の子供がな く, ainangが 絶 え る可能性があ る。

 (4)子 供 がないので,単 に子供 が欲 しいか ら。

 (5)afuakulの 関係 にあるか ら。

この(1)～(4)の 要 因は,か さなることもあ り,相 互排 除的性格 の ものではな い
。(1)

の要 因 は,カ ヌーで他 島へ航海 に出か けたまま行方不明にな った例 が4例 ある。(2)

と(4)の 要 因 は,こ の島の家族労働力 とも関連 して くる。 この島 に近親者がいない他

島か らの移 住者夫婦 が,子 供が多 くて生 活が大変 だと筆者 に嘆 いて いたが,夫 婦二人

で子供を養 え る限度が あるように思われる。それは,何 人まで とい う風には割 り出せ

るもので はないが,労 働力に余裕 のある ものが,子 供 を多 くかかえている親 を助 ける

とい うことは,親 族関係 にあ るものの役割 りとも考 え られ る。 この点が血縁 関係者間

での養取 がほ とん どで あるこの島の養取慣行 の一つの特徴にな っているよ うに思われ

る。 また,子 供 を もた ない夫婦および実子 を育て あげた夫婦が,好 んで近親者の子

供を養子 として引き取 る要因 も,先 に述べた要因 と表裏の関係 にな っているといえ よ

う・(3)の 要 因は図2で 説 明 した1例 のみであ る。 現存す る1ineageで,そ の種の養
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取に よって1ineageを 存続 させ たと

,い う事例 を得てないので速断で きな

いが,lineageの 分 節 化 に よ って

corporatc groupの 規 模 が小 さ くな

った とい う歴史的背景 と関連 して い

るよ うに思われ る。

 養 取 は家族構成の 大小にかか わ ら

ずなされる。 表4は,家 族構成 の形

態 と一家族 に含 まれて いる養子 の数

お よび一家族か ら出てい る養子 の数

を示 した ものである。Ulul島 の家族

形態は,extended familyの ほ かに

nuclear family, stem familyの 型 を

とる。nuclear familyが 多 いのは,

他 島か らの移住者夫婦が多いの と,

1970年 に台風の襲撃を 受 けて伝統 的

なヤ シの葉葺 きの 家屋が崩壊 したた

め,ア メ リカ政府 か らプ レハブ住 居

を援 助 して もらったのを機会 に,若

い夫婦がneoloca1な 居 住形態 を と

ったか らで ある。 養子 をとってい る

家族数は22で,養 子 の総数 は46人 。

一家族 あた り1～5人
,平 均2。54人

を 養取 して いる。 この うち,実 子が

な くて(不 妊のため)養 子 をとって

いる家族は6,実 子があ って も養子

表4家 族 構 成 と 養 子

家旙 号隣 形態(夫婦釧 実 子睡 子【出養子

1-a n.f.  (1) 0 2 0

1-b e.£  (3) 2 4 4

1-c s.f.  (2) 3 2 3

1-d
'
s.f,  (2) 4 3 σ

1-e e.f.  (1) 0 6 0

1-f e.£  (3) 5 3 0

1-9 e.f.  (1) 4 1 5

1-h e.£  (2) 5 0 2

1-i s.£  (1) 0 3 1

π 一a n.f. て1) 3 0 5

皿一b n.f.  (1) 3 1 1

豆一d n.£  (1) 0 5 0

皿 一e n.f.  (1) 0 2 0

皿一f n.f,  (1) 5 0 2

∬-9 s.f.  (1) 2 3 0

皿 一h n.f.  (1) 4 0 1

皿 一i n.f.  (1) 0 2 0

∬-j e.f.  (2) 7 3 1

∬-k e.f.  (2) 3 1 4

豆 一1 n.f.  (1) 0 2 0

亘 一m e.£  (1) 0 3 0

皿 一a e.£  (2) 1 3 3

皿 一b e.f.  (3) 5 3 1

皿 一C e.f.  (3) 10 1 4

皿 一e n.f.  (1) 4 2 5

皿一f n.f.  (1) 5 0 6

皿 一9 n.f.  (1) 5 0 1

皿 一h n.£  (1) 6 1 0

皿 一i n.£  (1) 6 0 1

291   19・15615・

n.f. nuclear family

e.f. extended family

s.f. stem family

をとっている家族は14あ る。このことか ら,こ の島の養取の機能ない し目的が実子を

欠 く場合の代替手段ではないことが明らかである。また,5人 以上の子供をもつ家族

は17で,こ のうち養子に出している家族は15で,88%の 高率にのぼる。逆に4人 以下

の子供をもつ家族は5で,こ のうち養子に出している家族は2で,40%と いうことに

なる。この統計的結果 とこの島の養取が子供を対象としてなされるということから,

養取慣行は子供の扶養負担の平均化という機能を果たしていると解釈できよう。この
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統計上の結果は,島 民が養取の要因としてあげた,大 勢の子供をもった近親者を助け

るという説明と符合する。

 図2の 事例でみたように,子 供の誕生前および3歳 に達するまでの間に,養 親が実

親に申し出て話をつけておく。離乳期までのあいだは,養 親が食物をもって訪れ,養

子の世話をする。離乳期のころに,子 供の引き移 りがなされるが,そ の際,養 子縁組

みを象徴するような儀礼は行なわれない。養親 は,養 取 した旨を酋長に知らせ,酋 長

が集会の席で島民に報告することによって,社 会的承認を うけたことになる。

4.養 親 と養子 の権 利 ・義務 関係

 養 子 と養親 の親族関係をみ ると図4の とお りであ る。56例 中,血 縁関係のない もの

のあいだで養取が行なわれたのは,わ ずか2例 にす ぎず,不 明の2例 を加えた4例 を

除 くと,52例 はすべて血縁 関係者 のあいだでな されて いる。 同 じainang成 員 間で養

取 が行 なわれて いる例 は24で,こ の場合,い ずれ も養子 のainangと 養 親(養i母)の

それ とが同 じ。 この うち,5例 が図4のa)の よ うに,子 供の実母 と養母が同母 ・異

父の関係であ り,3例 が図4のb)の よ うに,子 供の実母の母すなわ ち母方の祖母の

関係であ る。 この8例 はいずれ も,同 一eurha成 員 間での養取であ る。 他の14例 は,

同 一一ainang成 員 間での養取 例であ るが, eurhaを 異 にす る。 その関係 は,図4の

c),d)の と お りであ る。次に多い養取例 は, afuakulの 関係にあ るもののあいだで

行 なわれ,23例 で あ る。 ここで,Ulul島 の親族 関係 および養取慣 行において大 きな

機能 を果た してい るafuakulに つ いて述べ ることにす る。この島において は,子 供 と

父親 のainangと の 関係 は,一 定の権 利 と義務 の行使を伴 う特別な もの とみなされて

いる。afuaku1は 現 地語で 「(父のainangの)あ とつ ぎ」 とい う意味であ る。その関

係 にある子供の うち,少 な くとも一人(特 に長子)は,父 のainangす な わち,父 の姉

図4養 子 と 養 親 の 親 族 関 係
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妹 と一緒 に生活 しなければな らない とされて いる。 自分のlineageな い し家族 の もと

を離れ,父 のlineageで 暮 らす子供の ことも,島 民 は, muimuiと 呼 んでいる。 父の

lineageとafuakulの 関係 にある子供すべてがmuimuiで あ るので は な く,父 の姉

妹 の もとへ移 り住み,寝 食を共 にす る子供のみがmuimuiで あ る。 養i取に出 る年齢

は子供が3歳 にな るまで とされてお り,実 親が誰で あるかを知 って いる場合が多い。

 そ して,afuakul関 係 の養子 は,養 親が死ぬ際に,ヤ シ林を譲渡 して も らう権利を

保持 して いる。 しか し,譲 渡す るか しないか の権限 は養親が もってお り,そ の判断の

基 準は養親 に対す る養子 の言動 によって いる。た とえば,前 述の図2のII-10の 場 合

のよ うに,た びたび実親 の もとへ戻 った りす ると,養 親 は養子の気持 が養親 のainang

に な い と判定す る。養親の期待にそわない養子 の言動が重 なり,養 親 の信用 を失 うと,

相 続がな されない場合が ある。養子は小さい ときか らその行動 を養親に関心 を もって

み られているが,こ の関係は,相 続後 も続 く。養子 が男性 の場合,結 婚 後 も定期 的に

養親のainangへ 顔 を出 し,食 事 を共に しなければ,気 持がな くな った とみなされ る。

また,漁 に出て魚を獲 ったときには,一 部を必ず養親 のainangへ 持 参 しなければな

らない し,労 働力が必要 な場合 は手伝いに行かなければな らないとされている。その

よ うな行為を怠 ると,`afuakul manumalo'(「 ア フ ァクル の気 持が遠 のいた」)と い

われ,相 続 した財産を返却す るように要求 され る。 このafUakulに よ るmuimuiの

養 親 に対す る関係は,養 親 の死後 も,そ のainangと の 間で持続 され,養 子 にと って

生 涯続 く性質の ものであ る。

 以 上でみたよ うに,子 供が父の姉妹 を養親 とす る養取慣行は,制 度的に権利 ・義務

が付与された親族関係を基盤に成●り立 って お り,親 族関係の紐帯を強化す る機能 を果

た している と解釈 され よう。すなわち0こ の場合 の養取 は,母 系社会(母 方 居住 様式

を伴 う)に おける父方親族の果たす役割を機能 的に強化 しているので ある。

 その理由を島民は,あ るainangに い た男が,異 なるainangに 行 ったか ら,そ の

か わりに子供が父親 のainangへ 来 るのだ と説 明 している。 婚 出 した男性の位置を補

うために,そ の子供が養子 で入 る という この説明は,Ulul島 の経済機構 にお ける伝

統 的な分配体系 と関連 させ ると明確 になる。島で共 同労働によ って得 た物(た とえば,

追 い込 み漁 やヤ ナ漁で捕獲 した魚)は,島 民 の人数 に応 じて,頭 割 りで均等 に分配 さ

れ る。それゆえ,男 の分 け前 は,男 のeurhaへ 配 られるので あるが,結 婚 によ って,

それが妻のeurhaへ 届 くことになる。男性が婚 出 したeurhaで は,分 け前が一 人分

少な くな ったので,そ の穴を うめるべ く,彼 の子供 の一人 を養子 に迎え入れ るのである。

これは,島 の伝統的な分配体 系において,分 配 物の均等化 を もた らす機能を果 た して
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いると見なせよう。

 血縁関係がない養親 と養子の2例 は,養 子の実親が他島へ行ったために行なわれた

ものである。

 前にも触れたが,養 取は養親 と養子という個人 と個人のあいだでなされるものであ

る。養親が結婚 している場合でも,ど ちらか一方が養子をとるのであり,夫 婦を単位

としてということはない。養取例56の うち,夫 婦のうち一方と養取がなされているの

が34例,独 身者(未 婚,既 婚を問わず)と 養取がなされているのは22例 ある。後者の

例のうち,1例 は高等学校の生徒を養親にしている。

 養取に際して,養 子に男女いずれかを優先するという観念はなく,そ のときの条件

に左右される面が強いが,統 計上では,そ の比率が,男:女,34:22と なっている。

養子の養親に対する義務は,図2のII-3の 事例のように,養 親か ら教育費をはじめ,

養育費の面倒をみて もらった場合は,養 親を助け,老 後の世話をみることである。養

親の老後の世話をするか しないかは,養 親の養子に対する養育における責任の程度に

よって左右される面が強い。 しか し,こ の程度の段階は,こ の島の養取関係が血縁者

間で結ばれるため,親 族関係者の行動様式であるのか養取関係によって生じるものな

のか判定規準を明確にすることが困難である。afuakul関 係による養取で明確であっ

たように,養 親 ・養子の関係は,両 者の関り方の結果によって,権 利 ・義務が行使 さ

れるという傾向が強い。

5.ま と め

 Ulul社 会の養取慣行を,家 族,親 族組織および共同分配体系と関連づけながら,

具体的に考察してきた。最後に,養 取慣行の特徴をまとめてみると次の点が指摘でき

る。

 (1)養 取慣行の手続き過程に,養 取契約の成立を象徴するような儀礼が存在 しない。

 (2)養 取は,ほ とんど血縁関係があるもの(同 一ainang, afuakul)の あいだでな

 され,親 族員の子供の養育負担の軽減や労働力の確保などが要因となっている。

 (3)養 親は,実 親にかわって子供の養育に関す る責任を負い,そ れに対し子供は養

 親の老後の面倒をみることが義務づけられている。

 (4)義 親と実親はすでに親族関係 (同一ainang, afuakul)に ある場合がほとんど

 で,養 取は新しい親族関係を生み出す性格のものではない。

 (5)養 子の地位は,日 常の諸活動においては,実 子 と同等の権利を保有するが,相

 続 ・継承に関する権利に関しては,実 子より劣位におかれる。
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(6)養 取 によってlineageの 成 員権 の変更 は生 じないが,婚 姻規制 に関 して養子 は

養親 のlineageの 規 制 も受ける。

(7)養 親 と養子 の関係 は,養 親 の死亡によ って解消 され るが,afuakulに 基 づ く

場合 は養子の生涯 にわたる。 また,両 者の権利 ・義務 の行使内容によ って,そ の関

係 は規定 され る。

(8)出 自集団(lineage)の 分 節によ って, corporate groupの 規 模 が縮小化 した 結

果,実 子 の代替手段 としてIineage後 継者 の確保 を目的 とす る養取 が行 なわ れる傾

向がある。

(9)養 取 は,親 族紐帯 とくに父系親族 との結合 を強化す る手段 として機能 している。

IV. むす び に か え て

 ミク ロネシアの8つ の社会 の養取慣行を,文 献資料 と筆者の調査資料の範 囲内で考

察 してきた。養取 の機能 に関 して,ミ クロネ シアの養取 は,各 社会 に共通する側面 と

個別社会 に独 自な側面 とがあ り,多 目的な機能を もっている ことが うかがえた。それ

は,J. Goodyが ヨーロ ッパ の養取の主要な機能 として あげた次の3点 と比較 すれば

明 らかになる[GooDY l969:57]。

 (1)孤 児,私 生児,捨 て子,崩 壊家族の子供に家庭 を与 える。

 (2)子 供 のない夫婦に社会的子孫 を与 える。

 (3)個 人 または夫婦に財産相続人 を与 える。

 筆 者 が この比較研究を試みた意図 は,多 目的機能を有 する ミクロネシアの養取慣行

を把握 する場合 に,ど の ような視点か らアプ ローチす るのが有効 であるかを探 ること

にあ った。その一 つの方法は,財 産共有体 と してのcorporatc groupへ 養 子が くみ込

まれる際に,血 縁お よびdescentが 如 何 に位置づ けられ,処 理 されるかを検討す るこ

とによ って,個 別社会 において養取 の もつ意味を求め ることである。 これ は集団存続

のために,一財産相続人お よび後継者 を確保す る目的で養取が行 なわれる ヨーロ ッパ社

会や東アジア社会にお ける養取慣行 の解明 には,不 可欠なや り方 である。すなわ ち,

養 取をdescent論 の 枠組のなかに位 置づ ける方法で ある。筆者 は,こ の視点を念頭に

おいて,ミ クロネシアの養取慣 行を把握す るために,比 較研究の うえで7個 の指標を

設定 した。 しか し,そ れ らの指標は,養 取行為 の完了時点が不明確で,養 取 関係 の存

続が養親の生存 中に限定 され,養 取 によ って血縁が擬制化 された り,成 員権の変更が

生 じない とい う性格 の強 い ミクロネシアの養取慣行 の比較 に有効であ ったかとい うと,
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図5afuakul関 係 の 養 取

必ずしもそうはいえない。たとえば,そ れらの指標間の相関関係が明確にされなかっ

た点をみても明らかである。

 前二章で考察 したミクロネシア社会にに共通する養取の機能は,親 族員の子供の養

育負担を軽減することと親族紐帯の再編,強 化をはかるという点にあり,実 子の代替

手段として集団存続を目的とする側面は大きな位置を占めていない。この種の養取慣

行の把握には,descent論 の立場とは異なる視点か らのアブ。ローチが必要だと思われ

る。筆者は,Ulul社 会のafuakul関 係に基づく養取の例が,そ れへの一つの緒口を与

えて くれるように思われる。Ulul社 会では,既 述したように,異 なる出自集団間で,

婚出した男の地位を補充する目的で養取がなされる。母系出自によって集団が構成さ

れ,妻(母)方 居住方式をとるUlul社 会で子供は父の出自集団(父 の姉妹の1ineage)

に養取される。養取された子供が,父 のlineageに 労働力を提供し,魚 などを贈与す

るのに対 し,父 のlineageか らはヤシ林を分与される。 これは,子 供と父の姉妹との

関係で,図5の ように表わされる。 この種の養取は,島 民の説明にもあったように

Ulul社 会の伝統的な分配体系を基盤に成 り立つものであり,分 配物などの均衡化を

もたらす要因が強い。このように,養 取が異なる集団間および個別社会において「富」

の平均化を促す機能をはたしているとの解釈もできる。

 筆者は,ミ クロネシアの他の社会でこの種の養取の具体例を得ていないが,ミ クロ

ネシア社会に顕著である儀礼的交換体系20)と の関連で 養取 慣行の把握を続ける必要

があると考える。

20) この 問題 に 関 して は,[牛 島 1974:33-37],[BARNETT 1949:59-61]を 参 照 され た い 。
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